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昭和２９年１１月 頭陀寺幼稚園開園 

昭和５８年 ３ 月 学校法人へ移管 

平成１３年 ４ 月 ずだじ幼稚園(名称変更・移転 恩地町) 

平成２４年 ４ 月 認可保育園創設 認定こども園へ 

平成２９年 ４ 月 幼保連携型認定こども園、ずだじこども園へ名称変更 

平成２９年 ４ 月 幼保連携型認定こども園、若林こどもの園創設 

令和 1年 ５ 月 企業主導型保育所 こどものおうちすいーとぴー創設 

令和 3年 ４ 月 小規模保育事業 こどものおうちすぃーとぴー事業変更 

               幼保連携型認定こども園 岩田こども園 創設 

１ 建学の精神 

「生命」と「感謝」をもって学校法人 頭陀寺学園 の建学の精神とする。 
その精神とは “生きる力 と 感謝の心”である。植物は常に太陽に向かって花を咲かせる。このような植物の生命力のよ

うに、自らの未来を思い、確実に一歩一歩自ら生きていく力の根源を育てたい。 

また生きることは、大いなる生命に生かされることである。花を咲かせるためには水、空気、養分と太陽が必要である。こ

れらは全て宇宙の大いなる力から、与えられるものである。この大いなる力に気付いた時、感謝の心が生まれてくるもので

ある。 

このように自ら生きようとする生命力と、大いなる力に感謝する心を涵養することである。 

２ あゆみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 運営主体・施設について 

運 営 主 体    学校法人 頭陀寺学園  

施 設 種 類    小規模型保育事業 A型 

名 称    こどものおうち すいーとぴー 

所 在 地    〒４３０－０８１４ 浜松市中央区恩地町２９７番地の 2 

連 絡 先    ＴＥＬ 080-2656-8832 

施設管理者    神尾ひとみ 

〈定員〉 

 

 

 

施設の目的 

   当園は、児童福祉法・子ども子育て支援法、その他関係法令等に基づき保育所保育指針及び保育課程に 

沿って、乳幼児の発達に必要な保育を提供する。また、地域の方の仕事と子育て両立のための支援を行う。 

その他の支援事業  

☆延長保育事業・・・ 延長保育(18:00～19:00) 

0歳児 1歳児 2歳児 

2人 5人 5人 

〈職員配置状況〉    毎年 ４/1 現在 

施設管理者   １名 

保 育 士   基準に適合する人数を配置 

（短時間職員を含む） 

事 務   １名 

栄  養  士   １名 
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4 保育の方針及び目標  

教育方針 

“ 顔 の 数 だ け  個 性 が あ る ” 

小さな身体に独自の個性や、能力を秘めて生まれてくる子どもたち。その個性や能力は、適切な時期に自然豊かな環境

のなかで保育されることにより、すばらしい発達を見せるものです。足の速い子、絵を描くのが好きな子など、さまざまな個

性を持った子どもたちがいます。人間にとって乳幼児期は、最も大切な時期に当たります。当園は焦らず、諦めず、“今”を

大切に一人ひとりの個性にあった保育を進めています。生まれながらの個性や能力を伸ばし、賢く、感性豊かな、心身とも

にたくましい人間として、未来にはばたけるように保育したい。最も大切な“こども時代”に様々な体験をすることが大切と

考えます。 

また、当園は、好奇心や探究心いっぱいに友達や先生と共感し合える活動を進め、人間的な情緒やコミュニケーション

の力を高めることを目指します。 

 

保育目標 

明   る   い   子  →  (徳育) 美 し い 心  →  失敗してもくじけず頑張ろうとする子 

た く ま し い 子  →  (体育) 強  い  体  →  苦手な事でも挑戦しようとする子 

賢    い    子  →  (知育) 考 え る 力  →  なぜ？不思議だなと考える子 

感 性 豊 か な 子  →  (美育) 感 じ る 心  →  綺麗だな、すごいなと感じる子 

 

指導の重点 

０歳児 → 家庭との連絡をとりながら安定した園生活を送る。 

１歳児 → 身の回りの様々な経験を通して言葉を覚え、思いや感じたことを言葉で伝えようとする。 

２歳児 → 「自我の芽生え」を大切に、個々に挑戦し、友達と一緒にいることを楽しむ。 

5 施設・設備の概要 

 

 

 

 

 

 

 

1 歳児 

        

テラス 

玄関 

職員室 

2 歳児 

 

園 庭 

外・手足洗い場 

0 歳児 

 調乳室 トイレ 

水道 

正面門 

駐車場 

倉

庫 

１歳児 
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6  園での１日の生活           

０．１歳児 ２歳児 

７：００ 早朝保育 ７：００ 早朝保育 

８：００ 各自登園    

 ・自由遊び(室内＆戸外) 

８：００ 各自登園    

・自由遊び(室内＆戸外) 

９：００ 午前 おやつ 

１０：００ 午前活動 

・自由探索遊び 

・散策 

・室内遊び 

１０：００ 午前活動 

・自由探索遊び 

・散策 

・室内遊び 

１１：30 昼食 １2：００ 昼食 

１２：３０ 午睡 １3：00 午睡 

１５：００ 午後 おやつ １５：００ 午後 おやつ 

１６：００ 午後活動 

・散歩 

・戸外、室内遊び 

１６：００ 午後活動 

・散歩 

・戸外、室内遊び 

１８：００ 各自降園 １８：００ 各自降園 

１９：００ 延長保育 １９：００ 延長保育 

7 給食・お弁当について 

当園では全日給食とさせて頂いております。ずだじこども園の厨房から毎日手作りの給食が届きます。栄養士に 

よって考えられた栄養満点の給食です。自園で採れた新鮮野菜が登場することもあります。 

 

※除去食 ・・・・・医師の指導のもと、家庭との連携が前提になりますが、アレルギー食にも出来る限り対応して 

いきます。但し、内容によってはお引き受けできない場合がありますので、事前に必ず申し出て 

下さい。また、お引き受けする際、園指定の用紙に必要事項を記入していただきますのでご承知 

おき下さい。（年毎申請が必要です。） 

※離乳食 ・・・・・離乳食は、お子さんの発達に合わせてご家庭と連携を取りながら行っていきますのでよろしくお願

い致します。経験のしたことのない食材の提供は出来ませんが、成長に合わせてゆっくりすすめてい

きましょう。 

※園での提供ミルクは【ほほえみ】・フォローアップミルクは【ステップ】です。 

※お弁当について 

              園外保育等に出かける時や行事によって、お弁当をお願いする場合があります。ご承知おき下さい。 

8 開園日・開園時間及び休園日 

基本開園時間  平日 ７：００～１８：００   延長保育 １８：００～１９：００(有料:30分 200円) 

              ※保育短時間（8：00～16：00） 

土曜日 ７：００～１８：００   

休 園 日  日曜日・国民の休日・年末年始(１２/２９～１/３) 

※非常災害や感染症の流行等、緊迫した事態の場合、市と協議の上保育の提供を行わないことがあります。 

※土曜日(盆期間、年末年始等)は、ずだじこども園にて共同保育を行います。 

年間行事 

・入園式・運動会・誕生会 

・七夕・夏祭り・芋掘り 

・発表会・クリスマス会 

・餅つき・豆まき 

・ひな祭り・健康診断 

・避難訓練   等 

 

※ずだじこども園との合同で

行う場合もあります。 

 その他、季節を感じる

遊びをたくさんみんな

で考え、発見して、取り

入れていきたいと思っ

ています。 
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9 健康管理について 

【園医】 

宗宮こどもクリニック 小児科 053-426-3350 

大庭歯科医院 歯科 053-474-3141 

 

【保育中の熱が出た時の対応】 

・３７．５℃以上の熱がある場合は、ご連絡をさせていただきます。 

・３８．０℃以上の熱がある場合は、お迎えをお願いします。 

・熱がなくても頭痛等で子どもがぐったりしている場合はお迎えをお願いすることがあります。 

 

【保育中の嘔吐や下痢の対応】 

 ・嘔吐、下痢は身体の体力をかなり消耗させますのでお迎えをお願いします。 

 

【保育中の怪我についての対応】 

 ・軽微な怪我については流水等で洗い流します。しかし、薬等はかぶれなどを避けるため、使用しません。（状況によって 

は保護者へ連絡させていただきます） 

 ・緊急を要する場合は園で病院へ連れて行きます。（保護者へ連絡をさせていただきます） 

※『日本スポーツ振興センター』に加入しているため、園で起こった怪我等についての治療費はそちらから支払われるこ

ととなります。 

 

【投薬について】 

・誤飲を避けるため、薬（風邪薬等）の預かりを原則、差し控えさせていただきます。受診の際は、原則、園にて投薬がで 

きないことをお伝えのうえ、処方して頂いて下さい。但し、疾病、アレルギーもしくは医師の指示がある場合は、その都度、

ご相談下さい。 

 

 ※やむを得ず園で投薬をする場合は、投薬依頼書と薬剤情報提供書を提出して頂きます。 

投薬依頼書は入園時にお渡しします。コピーしてお使いください。 

または、職員までお申し出下さい。 

  

※薬は１回分をご用意いただき投薬依頼書と一緒に口の閉まる袋（ジップロック等） 

  に入れ、必ず保育士に手渡ししてください。袋に記名もお願いします。 

 ※ホクナリンテープを貼って登園される場合は必ず職員に口頭でお伝えください。 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0g5Yt.VUiT8AfCuU3uV7/SIG=12bfp73le/EXP=1424427224/**http:/livedoor.blogimg.jp/fumira/imgs/d/a/daaef8d5.gif
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10 感染症について 

① 医師が記入した“出席停止通知書・登園許可証明書”が必要な感染症 

家族内で感染者が出た場合は、お休みを頂くことで感染防止に繋がります。 

 

 

感染症名 感染しやすい期間 登園の目安 症状 

麻しん 

（はしか） 

発症１日前から発疹。出

現の４日後まで 
解熱後３日 

発熱・咳・くしゃみ・目やにのカタル症状

で始まり、３・４日後に発疹が出る発疹は

色素沈着を残して消失する。 

風疹 

発疹出現の前７日から後

７日まで 
発疹が消失して

から 

熱と共に発疹が出る。熱は軽く、発疹も３

～４日で消失する。頸部のリンパ節が腫

れるのが特徴。 

水痘 

（水ぼうそう） 

発疹出現１～２日前から

痂皮（かひ）形成まで 

全ての発疹が痂

皮化（かひか）し

てから 

３８℃台までの熱が出て発疹が出る間も

なく水疱になり、さらに黒い痂皮を作って

治る。 

流行性耳下腺炎 

（おたふく風邪） 

発症３日前から耳下腺

腫脹後４日 

耳下腺の腫脹が

消失してから 

熱が出てしばらくして両側の耳の下が痛

くなり、腫れてくる。 

結核 

 
感染のおそれが

なくなってから 

全身倦怠感、食欲不振、体重減少、３７℃

前後の微熱が長期間にわたって続く、就

寝中に大量の汗をかく。 

咽頭結膜熱 

 （プール熱） 

発熱、充血等症状が出

現した数日間 主な症状が消え

2日してから 

 

プールでうつる事が多く、高熱が数日続

き、目が赤くなり、喉の痛みを訴える。 

感染症名 登園の目安 症状 

流行性角結膜炎 

感染力が非常に強い為

結膜炎の症状が消失し

てから 

急に目やに、流涙（りゅうるい）、強い結膜の充血が起こる。 

百日咳 

特有の咳が消失し、全身

状態が良好であること

（抗菌薬を決められた期

間服用する。７日間服用

後は医師の指示に従う） 

 

 

咳が出て風邪の症状で始まり、１～２週間後、咳が強くなる 

腸管出血性大腸菌

感染症 

（Ｏ１５７・Ｏ２６・Ｏ１１

１） 

症状が始まり、かつ、抗

菌薬による治療が終了

し、４８時間をあけて連続

２回目の検便によって、

いずれも菌陰性が確認

されたもの 

 

発熱、嘔吐、血便、風邪症状もみられることがある。   

特に、乳幼児、老人の意識障害、けいれん、昏睡などの重篤

（じゅうとく）することもある。 

急性出血性結膜炎 
医師の判断により 

登園開始 

 

目の痛みや異物感、羞明などの症状が現れる。結膜の充血

や結膜下出血を伴う。また、頭痛・発熱・咳などの呼吸器症

状もみられる。 

侵襲性髄膜炎菌感

染症 

医師の判断により 

登園開始 

 

頭痛、発熱、乳児では大泉門膨隆等の症状がみられる。 

重症化すると、意識障害、痙攣、ショックなどに進展すること

がある。 
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② 医師の診断を受けて保護者が記入する“経過報告書”が必要な感染症  

※新型コロナウイルス、インフルエンザ経過報告書に関しましては、“新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告 

書”があります。 

 

 

 

【注意事項】 

・上記の感染症になってしまった場合は、“出席停止扱い”となります。 

  

・①“出席停止通知書・登園許可証明書”を病院に提出し、医師に記入していただき園に提出して下さい。 

 

・②“新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書”は医師の診断を受け保護者が記入し園に提出して下さい 

 

・“出席停止通知書・登園許可証明書”はコピーするか職員にお声掛けください。 

 

・“新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書”はコピーするか職員にお声掛けください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染症名 感染しやすい期間 登園の目安 症状 

インフルエンザ 

 

症状が有る期間（発

症前２４時間から発

症３日程度までが

最も感染力が強い） 

発症したあと５

日かつ、解熱し

た後 3日を経過

するまで 

 

急激に高い熱が出て咳、喉の痛み、関節の

痛み、下痢や嘔吐の全身症状が強く起こ

る。 

コロナ感染症 

医療機関で受診し、

保健所で指示を 

受けた日数 

                   

※基本発症５日間 

発症後５日間を

経過し、かつ症

状が軽快したあ

と  ２４時間を

経過してから 

 

発症したては、喉の痛み倦怠感の後、発

熱・咳等、風邪の症状が出る。下痢等の症

状が起きる場合もある。飛沫感染・接触感

染 
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③ 医師の診断を受けて保護者が記入する“登園届”が必要な感染症 

感染症名 潜伏期間 感染しやすい期間 登園の目安 症状 

溶蓮菌感染症 ２～７日 

 

 

 

潜伏期後半から急

性期の間 

有効治療を始めて

から２４時間以上た

って 

 

急な高熱・寒気・頭痛・のどの痛

みがあり１日くらいして発疹が

全身に広がる。 

口の周りには発疹がなく白く見

える。舌の先が腫れて、イチゴ

のようになる。 

マイコプラズマ

肺炎 
１～３週間 

 

発病前７日から発

病後６週間 症状が消失したら。 

 

風邪のような症状の後、咳が続

く。熱は微熱から高熱まで様々

である。 

手足口病 
３～7 週

間 

 

 

口内炎のある期間 
元気があり、症状に

よる苦痛がない 

 

夏風邪の一種で、手足には水

疱や丘疹ができる。口の中の発

疹は痛みを伴う。 

伝 染 性 紅 斑  

（りんご病） 

２～14 日

間 

 

発疹期は感染力な

し 
元気があれば登園

可能 

かぜの様な症状の後、両頬に

鮮やかな赤色の紅斑ができる 

ウイルス性 

胃腸炎 

（ノロ・ロタ・ア

デノウイルス） 

 

 

症状のある間と、

症状消失後１週間

（量は減少していく

が数週間ウイルス

を排泄しているの

で注意が必要） 

吐、下痢等の症状が

治まり、普段の食事

がとれること 

嘔吐、下痢等の症状がある 

ヘルパンギー

ナ 
２～５日間 

 

 

発病後数週 
医師の許可があれ

ば可 

 

５日以上発熱が続いて、咽頭・

口蓋に水疱ができる。のどの痛

みが強い 

アタマジラミ 
10 ～ 14

日 

頭髪から頭髪への

直接接触、衣服や 

寝具を介する感染 

駆除を開始している

事 

 

頭髪の中に虫体を確認するか

頭髪に付着している卵を見つ

ける。卵はフケと間違われる事

があるが、フケと違って容易に

は動かない。 

帯状疱疹 ２～３週間 

 

すべての皮疹がかさ

ぶたになるまで 

 

水疱の２分の１～４分の１程度

の大きさの小水疱を伴う丘疹

が背、胸、腹、四肢、あるいは顔

などの片側に帯状に集まって出

ます。 
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伝染性軟属腫 

（水イボ） 

２ ～ ７ 週

間 

接触感染・皮膚の

接触やタオル等を

介して感染。感染

後は自家接触によ

り拡大する。 

自然消滅を待つか

あるいは病院にて除

去を行う 

直径１～３㎜の半球状丘疹で、

表面は平滑で中心臍窩を有す

る。四肢、体幹等に数個～数十

個が集蔟してみることが多い。

自然治療もあるが、数カ月かか

る場合がある。自然消失を待つ

間に他へ伝播することが多い。

アトピー性皮膚炎があると感染

しやすい。 

伝染性膿痂疹 

（とびひ） 

 

 

２～１０日 

接触感染 
 

きちんと治療し患部

を覆う対処ができて

いる場合。病変が広

範囲の場合は通園

を避ける 

皮疹が乾燥しているか覆うこと

ができる範囲。湿疹や虫刺され

後をかきむしり細菌感染を起こ

し、びらんや水疱病変を形成す

る。 

RS ウイルス 

2～ 

１週間 

(通常 

4.5日) 

 

呼吸器症状が消失

し、全身の状態が良

いこと 

気道症状(鼻水、咳など)から始

まりその後、下気道症状が出現

する。38℃～39℃の発熱する

こともある。乳児では、呼気性

喘鳴が特徴的である。 

突発性発疹  

乳幼児期、特に 6

～18 ヶ月の間に罹

患することが多い。 

解熱し機嫌がよく、

全身状態がいいこと 

発熱が3～4日持続後、解熱す

る。解熱に前後して小さな紅斑

や紅色丘疹が出現し、発疹は

体幹から始まり上肢、頸部の順

に広がるが、顔面や下肢には少

ない。 

 

【注意事項】 

 ・上記の感染症の場合は、出席停止扱いとなりません。 

 ・上記の感染症になってしまった場合は、医師の診断を受けて、保護者が“登園届”を記入し、 

次の登園日に園まで提出して下さい。 

  

 

 

 

 

【 出席停止・登園届の必要な病気に感染した場合のお願い 】 

※体調が万全でないと、抵抗力が落ちています。 

集団の場という事をご理解いただき、各、ご家庭で十分に気を付け早めの欠席（解熱後も含む）で 

体調を整えるようにして下さい。 

     こども園は集団の場という事を意識して頂けますようお願い致します。 
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１1 災害対策について 

当園では地震・津波・暴風雨・竜巻等の自然災害に対して見直しや不審者侵入防止等の検討・見直しを行い、園児・教

職員の人的被害を最小限にくい止めることを目的として、一か月に一回以上の訓練を行うなど安全対策においても力を

いれております。 

 避難訓練では地震発生後、津波が来る想定でずだじこども園、管理棟２F のホールへ逃げる練習はもちろんのこと、津波

警報解除後の事態も想定し、第三次避難場所浜松市広域避難場所（浜松市立南陽中学校）まで避難する歩行訓練も行

っています。さらに教職員は町内の防災訓練にも参加し、自治体との連携を密にして、危険箇所等の確認を自治会役員の

方々と一緒にしています。 

 当園はその他にも非常食体験や炊き出し訓練等も園独自で行っており、より具体的な訓練を実施しており、避難訓練を

通して子どもたちに“命の大切さや自分の命は自分で守る”等も指導しています。 

 不審者侵入防止対策に関しては、出入口を限定し、カメラ付きのインターホン・防犯カメラ、非常ベル等の非常通報装置

（警備会社直通）も設置しています。また、近隣に不審者が出た場合、こども園へ通報を依頼するとともに普段から園回り

の巡回も警察の方々にお願いしています。 

以下に園の災害時の対応策を記載させていただきます。 

【台風による警報（暴風警報）発令時】 

 

登園前 

（在宅中） 

・朝６時の時点において台風による“警報”が発令されている時は、緊急連

絡にて周知する。 

・原則として開園しますが、状況に応じて休園や早い迎えをお願いすること

がある。 

 

登園・降園中 

 
・情報を察知した時点で、保護者と一緒に避難。 

在園中 
・園児は園で待機をして、保護者の迎えを待つ。いずれの場合も緊急連絡

にて周知する。 

その他 ・朝の時点で降園時間を変更することがある。 

 

＜注意事項＞ 

 ・上記の表は、NHK放送局が放送した時に限ります。 

 ・引き渡しの際は、身分証明書（運転免許証等）をお持ち下さい。  

※確認ができない場合、引き渡しが出来ない場合があります。 

 ・いずれの場合も緊急連絡の発信が困難な時は流れない場合があります。 
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【大規模地震（南海トラフ地震）が発生した場合】 

登園前 

（在宅中） 

・警戒宣言、津波警報が発令された場合、解除まで休園 

・被害状況に応じて休園 

※園より緊急連絡を流す。 

但し、発信が困難な時は流さない場合がある。 

登園中 

降園中 

・近隣高所、避難場所等への避難   

  ※情報を察知した時点で、原則として通園停止…保護者と一緒に避難 

                    

警報解除まで避難した場所で待機 

 →解除後、最寄りの広域避難場所等へ避難 

  ・安否確認をする 

  ・電話等の通信媒体で園に連絡をする 

  ・NTT災害用伝言ダイヤルを活用して、情報を流す。 

  ・園に安否情報や避難している場所の張り紙等を貼る。 

 

保護者の迎えを待つ 

在園中 

保育士・職員と一緒にずだじこども園ホールに避難 

 

津波警報解除までずだじこども園ホールで待機 

           保護者へ連絡 

・安否情報を電話等の通信媒体やNTT災害用伝言ダイヤルを活用して情報を流す。 

 

津波警報解除 

           保護者へ連絡 

  ・安否情報を電話等の通信媒体や NTT災害用伝言ダイヤルを活用して情報を流す。 

  ・園の安否情報や避難している場所の張り紙等を貼る。 

 

保護者の迎えを待つ 

  第一次避難地 → ずだじこども園ホール 

  第二次避難地 → 芳川ハイツ 

  第三次避難地 → 浜松市立南陽中学校 

   ※状況によって第二次避難地へは避難しない場合がある。その場合は、貼り紙等をし

て周知する。 

＜注意事項＞ 

 ・引き渡しの際は、身分証明書（運転免許証等）をお持ち下さい。  

※確認ができない場合、引き渡しが出来ない時があります。 

 ・津波警報解除になるまでは、お迎えには絶対来ないで下さい。引き渡しを行わない場合がありますので 

御了承下さい。 

 ・いずれの場合も緊急連絡の発信が困難な時は流さない場合があります。 

災害用伝言ダイヤルテスト 

①「１７１」をダイヤル（ガイダンスが流れます） 

② 「２」をダイヤル  （     〃    ） 

③ずだじこども園の電話番号を市外局番（053-427-2332）からダイヤル（ガイダンスが流れます） 

   ④「１♯」（ガイダンス）  ⇒ 再生 
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【河川氾濫時の対応】 

芳 

川 

氾 

濫 

警 

戒 

情 

報 

登園前 

（在宅中） 

◎芳川氾濫警戒情報（洪水警報）または水位危険レベル３（避難判断水

位）が朝６時に発せられた場合。 

  →解除されるまでは休園とする。（※市と協議のうえ） 

→園より緊急連絡を流し、周知する。 

※急激な水位上昇に伴い、園周辺が冠水する恐れがあるので上記の警報等が解除

されるまでは、園に近付かないで下さい。 

登園中 

降園中 

◎送迎中 

 →近隣の高所、避難場所等へ保護者と一緒に避難 
 

  ※すぃーとぴーにすでに到着園児はずだじこども園のホールへ避難する。 

  ※急激な水位上昇に伴い、こども園周辺が冠水する恐れがあるので上記の警報等が
解除されるまでは、園に近付かないで下さい。 

在園中 

◎ずだじこども園のホールへ避難 

 ○洪水警報または水位危険レベル３（避難判断水位）が解除までホール

で待機。 
 

◎保護者への連絡 

・安否情報を電話等の通信媒体や NTT災害用伝言ダイヤルを活用して情

報を流す。 

 ※急激な水位上昇に伴い、すぃーとぴー周辺が冠水する恐れがあるので上記の警報等

が解除されるまでは、園に近付かないで下さい。 

そ
の
他
（
近
隣
）
河
川
氾
濫 

警
戒
情
報 

 

登園前 

（在宅中） 

◎その他の（近隣）河川（天竜川・安間川・馬込川等）が氾濫警戒情報

（洪水警報）または水位危険レベル３（避難判断水位）が朝６時に発せ

られた場合。 

 →原則として開園するが、状況に応じて休園や早いお迎えをお願いする

ことがある。送りは保護者判断による。 

 

登園中 

降園中 

・情報を察知した時点で保護者と一緒に避難。 

 

※いずれの場合も緊急連絡等を流す。 

・引き渡しの際は、身分証明書（運転免許証等）をお持ち下さい。  

※確認ができない場合、引き渡しが出来ない場合があります。 

 ・いずれの場合も緊急連絡の発信を行いますが、発信が困難な時は流れない場合があります。その時は、 

氾濫警戒情報（洪水警報）または水位危険レベル３（避難判断水位）の解除を確認の上、お迎えをお 

願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれにしましても、保護者の判断に委ねられるものが多々あります。万一に備え、 

日頃からどのようにしたら良いかを御家庭で話し合いをお願いします。 
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１2 各種連絡について 

【家庭との連絡について】 

「連絡アプリ」について 

園からの緊急連絡やお知らせなどをメールにて配信をしています。当園の配信サービスはクラウド対応をしている為、 

防災対策の一環としても活用しています。システムの概要は以下の通りです。 

 

・停電時でもこども園から配信連絡送信が可能 

・災害時の安否情報等、携帯電話等の通信媒体から確認可 

・園からの緊急お知らせを携帯電話等の通信媒体から確認可 

 

 

※サーバー混雑時は受け取りが遅くなる場合がありますのでご承知おき下さい。 

※通信媒体機器の電波状態や本体機能によって受信が困難な場合があります。   

 

 連絡アプリは主に ①園からの連絡 ②子どもの様子の配信 を行います。 

学年単位またはクラス単位でお知らせを配信する場合もあります。お知らせを受信したら必ず確認するようにしてください。 

 

注意事項 

    ・個人名QRコードと共に配布している別紙を参考に登録し、卒園まで保管下さい。 

    ・ＱＲコードは 2人以上の併用はできません。 

（ご家族で受信を希望される方はサイト内にある「各種設定」よりご家族を招待して下さい。） 

        ・主に緊急連絡を確認される方のアドレスを登録用紙から登録して下さい。 

    ・ご家族での受信希望はサイト内にある「各種設定」よりご家族を招待下さい。 

・住所、勤務先、緊急連絡先等に変更があったときは速やかに連絡して下さい。 

 

 

「てのりの」について 

  てのりのは、動画配信アプリです。主に ➀子ども向けの配信 ②保護者向けの配信 ③全員に向けての配信  

を行います。日常の様子等も配信していく予定です。  

各家庭でログイン申請をし、閲覧できるようになります。限られた方(在園児)のみが閲覧できる動画配信な 

ので安心してご覧頂けます。登録方法は、改めてお知らせします。 
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【欠席等の連絡について】 

保育の必要有無を把握するために、体調不良等で欠席する場合は連絡をお願いします。 

連絡方法は ① アプリでの登録 ②電話連絡 になります。 

アプリでの登録に関しては、別紙で配布している用紙をご確認ください。 

 

欠席連絡対応時間 

＊電話連絡（０８０－２６５６－８８３２）の場合は８：００～８：３０の間です。 

＊アプリ連絡の場合は当日８：００までです 

（理由や（週末の場合）荷物をどのようにされるかを入力してください。） 

  ＊土曜保育のキャンセルは、前日まではアプリにて入力し、当日は電話連絡にてお伝えください。 

 

  迎えにしたい場合 

  通常のお迎え時間より早まる場合はメモやお便りなどでお知らせください。 

 

  延長保育・（時短の方の預かり保育）を利用した場合 

延長保育・（時短の方の預かり保育）を利用する場合は事前に連絡下さい。 

 

注意事項 

・保育中、担任への電話の取次ぎはできません 

・勤務時間の都合上連絡等の対応は、担任でない職員が対応させて頂く場合もありますのでご了承ください。 

 

【登園・降園管理システムについて】 

当園では登降園管理の機械を導入し、登降園の正確な時間管理をすることとしています。以下の文書をお読みいただき、

ご協力をよろしくお願いします。 

受付のタブレットにて登降園の正確な時間管理をさせて頂きます。保護者の皆様にもご協力をいただくことがありますので、

以下の文書をお読み頂けたらと思います。 

【お願い】 

・受付に登降園管理システム機械（タブレット）が設置してあります。送迎時、 

個人の QR コードをかざすもしくは登園、降園を選択し打刻をして下さい。 

 登降園が確認されると登降園時間が記録されます。預かり保育も同様です。 

 （不明な点や操作方法につきましては直接事務までお尋ね下さい。） 

 

【その他】 

・ “身分証明書”として、保護者様にはネームプレートをご用意頂きます。 

 避難時・早退等のお子様の引渡しの際、身分証明書として使用致します。 

・身分証明カードは園の中に入る際には必ず胸からお下げください。 

・ご家族で来園する際は、全員分の身分証明書のご提示をお願い致します。 

各ご家庭にて身分証明書をご

用意頂きます。 

中のカードは、別紙にて配布

させて頂きます。 

このカードが身分証明書となり

ますのでご了承ください。 

※フォルダーは各ご家庭で用意

をお願い致します。 
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１3 「ご意見・ご要望申出窓口」の設置について 

    当園では、社会福祉法第８２条の規定により保護者様からのご感想、ご意見に対して適切に対応が 

できるよう窓口を設置し相談解決に努めることと致しました。 

 

連絡先 こどものおうち すぃーとぴー  TEL 080－2656－8832 

※相談解決責任者 鈴木 俊德（学園理事長） 

※受付担当者     神尾ひとみ（施設管理者） 

 

１4 送迎時の注意事項について 

   ・18:00以降（19:00 まで）は延長料金がかかりますのでご了承ください。 

   ・仕事の都合でいつもより遅くなる場合は必ず連絡を下さい。 

・駐車場はたくさんの車の出入りがあります。送迎時はお子さんからは目を離さないようにお願いします。 

駐車場での遊びや、立ち話は危険ですのでご遠慮ください。 

 

 

 

 

 

１5 納付金関係 

 項目 金額 備考 

年度当初の納付金 安全対策費（保険料） 実費（２０００円程度） 障害保険、備蓄品等 

月々の納付金 

（※毎月２０日に口座引落） 

保育料 市の保育料に準ずる 市の基準参照 

教材料 実費（5００円程度） 園児が読む絵本代 

行事等の費用 実費（行事に必要な費用） 行事による 

延長保育料 30分/200円 延長保育利用者のみ 

当園では地震、津波、の訓練をはじめ様々な災害を想定した訓練を月１回以上、非常食体験や炊き出し（各種訓練各

年１回以上）などの訓練を実施しています。その他にも備蓄用としての水・パン缶他をずだじこども園 2F にて保管しており

ます。 

☆傷害保険料・・・在園中に起きた事故及び怪我（通院した場合に限る）に対して、保険会社より治癒後、直接保護者に送

金されます。詳細は別紙参照。（損害保険ジャパン日本興亜株式会社）送迎中は対象になりません。 

※一度納入していただいた納付金は返金できませんのでご承知おきください。 

 

 



16 

 

１6 預かり保育・延長保育について 

土曜日、盆期間、年始につきましては、園児の出席が少人数である場合に限り、幼保連携型こども園ずだじこども園と共同

（合同）保育をさせていただく場合があります。保育場所は原則として、ずだじこども園内で行いますが、すぃーとぴーで行

う場合もありますので、詳細は希望保育の手紙をご覧ください。また、そのことに伴い、ずだじこども園の職員も保育に従事

することがありますので、ご承知下さい。 

 保育実施日 保育時間 保育料 

早朝預かり 開園する日 

保育短時間認定者 
７：００～８：００ 

※保育短時間認定者のみ、 

別途保育料が発生します。 

１回     ３００円 

月極  ３,０００円 

通常預かり保育 

平日 

保育短時間認定者 
１６：００～１８：００ 

※保育短時間認定者のみ、 

別途保育料が発生します。 

１回       ５００円 

月極はありません。 

土曜日 

保育短時間認定者 
１６：００～１８：００ 

※保育短時間認定者のみ、 

別途保育料が発生します。 

１回       ５００円 

月極はありません。 

延長保育 

月曜～金曜日 

※その他延長保育を実施しな

い日は年間予定に記載。 

保育短時間認定者 
１８：００～１９：００ 
保育標準時間認定者 
１８：００～１９：００ 

３０分   ２００円 

※職員の研修などの理由で、延長保育を行わない日があります。年間予定で確認をお願いします。 

保育短時間認定者は８：００～１６：００の間までであれば、預かり保育料等は発生しません。 

〈注意事項〉 

・お帰りの際は必ず、タブレットの打刻をお願いいたします。 

１7 個人情報の取り扱いについて 

園では在園児の生育歴、緊急連絡簿、保育料など、第三者には知って欲しくない情報を取り扱っています。 

当園では個人情報保護法に則って、皆様方との信頼関係をより一層確かなものにしたいと思っています。 

従いまして、下記の項目やその他に第三者の目に触れさせたくないものがありましたらお申し出ください。 

    ・研究発表資料における写真の掲載 

    ・新聞、テレビ等の取材及び個人名の記載 

    ・ホームページの画像（個人が特定できるものもあります） 

    ・動画配信「てのりの」における写真等の掲載（個人が特定できるものもあります） 

 

・お便りにおける写真 

・ネット販売による写真公開（ＩＤ・パスワードでログイン→閲覧）     

・医療機関、小学校、（転出時）転園先の園・他の特定教育・保育施設・療育施設・ 

行政（市役所、区役所）等への情報提供 

・業務を委託するなどのため個人情報を外部に預託する場合 

・法令で定めた審査及び監査 

 

 

 

※園からのお願い 

・園から配布された名簿、手紙を無断で外部に漏洩しないでください。 

・園行事で写した写真またはビデオはＳＮＳを含み、外部に漏洩しないでください。 
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１８ 連携施設について 

 

施設の種類 幼保連携型認定こども園 

施設の名称 ずだじこども園 

協力内容 共同保育に関する支援（土曜保育・希望保育期間）、代替保育の提供 

卒園後の受け皿確保（保育園枠）、園庭開放、給食の提供 

 

１9 その他 

・ご住所・お電話番号・就労先 等 変更があった場合は必ず申し出て下さい。 

     ・集団生活をしていると病気に罹りやすくなります。年齢に達しましたら予防接種を忘れないように行いましょう。 

 但し、接種後は体調に変化が起こりやすくなります。接種後はなるべくご家庭で安静に過ごすようご協力をお願い致し 

    ます。 

・園からのお便り、アプリは必ずお読み下さい。 

 

 

 «退園・転園» 

    ・園を退園（転園）しようとするご家庭は、その理由を記入してその月の１０日までに『退園届』を施設管理者に提出して

下さい。 

※１０日を過ぎますとシステムの都合上、翌月分の保育料などの引落しが発生します。引落し後返金となりますが、退

園（転園）が決定した際には、速やかに園にお伝えください。 

 


